呉市中央図書館における移動式カフェ出店者募集要項

１　概要
　(１) 目的
　　　 図書館利用者の利便性の向上及び市民の憩いの空間の創出を図ることを目的とする。
(２) 移動式カフェについて
[bookmark: _Hlk126840956]この募集についての「移動式カフェ」とは，移動販売車で飲料等を販売する事業とする。なお，販売する飲料については，必ず蓋付きとすること。
(３) 出店期間
[bookmark: _GoBack]出店期間については，令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）までとする。なお，呉市中央図書館（以下「中央図書館」という。）の休館日を除く。
(４) 出店場所
中央図書館玄関前付近の敷地内（別図参照）とする。
(５) スケジュール
	募集要項の公表
	令和８年１月１３日（火）

	質問受付期間
	令和８年１月１３日（火）～１月１８日（日）

	応募書類の受付期間
	令和８年１月１９日（月）～２月１日（日）

	出店者の選定
	令和８年２月中旬頃

	出店者への通知
	令和８年２月下旬頃

	出店開始日
	令和８年４月１日（水）


(６) 主催
この移動式カフェの出店事業については，中央図書館が主催する。問合せ先や提出先は中央図書館とする。

２　応募資格
応募できる者は，次の各号のすべてに該当するものとする。
なお，応募資格の審査に当たり，応募者の情報について，警察その他の関係機関に提供し，又は関係機関から提供を受けることがある。
(１) 飲料等を販売の営業に必要な許可等を受け，当該営業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有する者
　(２) 次のいずれにも該当しないもの
ア　食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条第２項第１号又は第２号に掲げる者
イ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
ウ　暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員によりその事業活動を支配されている者
エ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し，又は便宜を提供するなど積極的に暴
力団の維持運営に協力し，若しくは関与していると認められる者
　
３　応募の手順等
　(１) 応募手続
　　ア　提出書類及び部数
	提出書類名
	部数

	・応募申込書（様式１）
	1

	・暴力団排除に関する誓約書（様式２）
	1

	・誓約書（様式３）
	1

	・営業許可証等各種許可証の写し
	1

	・損害賠償保険証書の写し
	1

	・市税の滞納のない証明書（法人の場合は，法人に関する証明書）
	1


　　イ　応募期限
　　　　令和８年２月１日（日）午後５時（必着）
　　　　なお，受付期間を過ぎた場合は，受け付けない。
　　ウ　提出方法
　　　　毎週木曜日を除く午前９時３０分から午後５時までの間に中央図書館へ提出書類を持参すること。
　　エ　応募書類記載項目
　　　　別添の応募申込書の記載項目に沿った記述及び資料の提出をすること。
　(２) 応募に関する留意事項
　　ア　内容の変更の禁止
　　　　受付期間終了後の応募書類の内容変更は，認めない。
　　イ　虚偽の記載をした場合の取扱い
　　　　応募書類に虚偽の記載があった場合は，失格とする。
　　ウ　応募書類の取扱い
　　　　応募書類は，理由を問わず，返却しない。
　　エ　応募の辞退
　　　　応募の受付後に辞退する場合は，応募辞退届（様式４）を提出すること。
　　オ　費用負担
　　　　応募に関して必要となる費用については，全て応募者の負担とする。
　　カ　著作権
　　　　応募書類の著作権については，それぞれの応募者に帰属する。なお，応募者の選定・審査に関する事項を公表する場合その他呉市が必要と認めるときは，呉市は応募書類の全部又は一部を使用できるものとする。

　４　選定
(１) 選定委員
　　　 呉市職員により構成する。
　(２) 選定方法
　　　 応募資格要件等の確認後，選定委員会において応募者の適否を審査し，出店者を決定する。
　(３) 審査基準
　　ア　販売商品，セールスポイント等
　　イ　出店計画（出店日数，出店時間等）
　　ウ　店舗形態（店舗外観，設備等）
　　エ　過去の実績

５　応募に当たっての基本的な考え方
　　応募者は，諸法令を遵守し，公の施設である中央図書館敷地内で営業行為を行うことについて，十分な理解・認識をした上で，次の考え方を踏まえて応募すること。
　(１) 移動販売車について
　　ア　移動販売車については，道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定する自動車，第２条第３項に規定する原動機付自転車，第２条第４項に規定する軽車両をいう。
　　イ　移動販売車のデザインについては，清潔感のある外観とすること。図書館の空間にマッチした，市民の憩いの空間を創出するというコンセプトに合うデザインとすること。
　　ウ　移動販売車で液体燃料を使用する機器又は電気を熱源とする器具を使用する場合は，呉市火災予防条例（昭和３７年呉市条例第１９号）第１９条又は第２２条に規定する基準を遵守すること。
　(２) 営業について
　　ア　営業に当たっては，関係法令，条例，規則，要綱その他関係規定を全て遵守すること。
　　イ　選定された出店者は，呉市が指定する期日までに，出店区画に係る使用許可申請書を提出し，所定の使用料（令和７年度参考：年額７,０２３円／㎡の日割り）を納付しなければならない。
　　　　なお，出店区画については，１日につき１区画とし，中央図書館と調整の上，決定することとする。
　　ウ　営業については，選定された出店者自らの責任で直接行わなければならず，他の者にこれを行わせることはできない。
　　エ　営業に係る費用は，全て出店者の負担とする。
　　オ　出店者の創意工夫により，特色ある商品の販売をすること。ただし，飲料については，蓋付きのもので，食べ物については，臭いの少ない軽食（サンドウイッチ等）とすること。また，アルコール飲料については，販売不可とする。
　　カ　騒音防止や衛生管理など，生活環境等に十分配慮すること。また，一般市民や図書館利用者の妨げとならないよう，十分配慮すること。
　　キ　営業で発生したごみを処理できるよう，必ずごみ箱を店頭に配備すること。
　　ク　出店者は，使用許可を受けた出店区画内に，移動式カフェの利用者の利便性に寄与する設備（テーブルや椅子，パラソルなど）を設置できる。ただし，感染症防止等のため，設置を許可しない場合がある。
　　ケ　安定的な営業ができるよう，資金・人材を確保し，適正な安全管理・衛生管理に努めること。
　　コ　出店者は，営業を終える都度，車両を撤去し，出店区画を原状に回復しなければならない。
　　サ　出店者は，車両の設置，営業，管理等に当たり，呉市又は第三者に損害を与えたときは，全て自己の責任及び負担において，その損害を賠償しなければならない。

６　出店日・営業時間
　　出店日及び営業時間は，原則として次のとおりとする。ただし，中央図書館の都合又は公共工事若しくは公共等の行事の施行のため，これを変更し，又は制限することがある。
　(１) 出店日
　　　出店期間内（中央図書館の休館日を除く。）の出店者が希望する日。なお，複数の出店者の希望日が重なった場合には調整する。
　(２) 営業時間
午前９時から午後８時までの間で出店者が希望する時間（移動式カフェの設置及び撤去に要する時間を含む。）

７　禁止事項
　　次に掲げる行為を行った場合及び本要項２応募資格に掲げる要件を欠いた場合には，出店区画に係る使用許可の取消処分等の対象となる。
　(１) 出店者が，移動式カフェの営業の権利を他の者に譲渡し，転貸し，若しくは担保の用に供し，又は他の者に行使させること。
　(２)  法令及び公序良俗に反する事業を行うこと。
　(３) 使用許可を受けた出店区画において，呉市の許可なく応募時に記載した移動式カフェの営業内容以外の行為を行うこと。
　(４)  使用許可を受けた出店区画を逸脱して営業すること。

８　その他
(１) 中央図書館の敷地はレンガ造りであり，レンガに傷が付く恐れがあるため，普通自動車を駐車する場合には，必ず車の下に養生を行うこと。
(２) 出店者が販売した蓋付きの飲料については，購入した者が中央図書館内で飲むことができるが，食べ物については，館内で食べることができないことに留意すること。
(３) 呉市は，移動式カフェについて，随時に実地調査をし，又は必要な報告を求め，その維持，使用等に関し指示することができる。
(４)  出店者に選定された後に応募内容に変更がある場合は，呉市と協議するものとする。

９　質問及び回答
（1） 質問の受付
　　 ア　締切日
　　　　 令和８年１月１８日（日）（最終日は，１２時までに必着のこと）
　　 イ　提出方法
　　　　 「質問書（様式５）」に記載のうえ，直接持参又はＥメールにより提出すること。
　　　　 　Ｅメールアドレス：tyutosyo@city.kure.lg.jp
（2） 質問に対する回答
　　ア　回答予定日
受付後，概ね３開庁日以内
　　 イ　回答方法
　　　　 中央図書館ホームページ
　　　   　ホームページアドレス：https://www.city.kure.lg.jp/site/library/
[image: ]



１０ 問い合わせ先
　　住 所：〒７３７－００５１　呉市中央３丁目１０番３号
　　所 属：呉市文化スポーツ部　中央図書館　管理グループ
電 話：０８２３－２５－３５７２　
Ｅメール：tyutosyo@city.kure.lg.jp
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